
春日部市税条例の一部を改正する条例 

春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）に対応する改正後の欄の

項が存在しない場合にあっては、当該改正前の項を削る。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第23条 第23条 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有しない法人（以下この節において「外

国法人」という。）に対するこの節の規定の適

用については、恒久的施設（法第292条第１項第

14号に規定する恒久的施設をいう。）をもって、

その事務所又は事業所とする。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有しない法人（以下この節において「外

国法人」という。）に対するこの節の規定の適

用については、恒久的施設（法人税法第２条第

12号の18に規定する恒久的施設をいう。）をも

って、その事務所又は事業所とする。 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第33条 第33条 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定

めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭

和40年法律第33号）その他の所得税に関する法

令の規定による所得税法第22条第２項又は第３

項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額の計算の例によって算定する。ただし、同法

第60条の２から第60条の４までの規定の例によ

らないものとする。

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定

めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭

和40年法律第33号）その他の所得税に関する法

令の規定による所得税法第22条第２項又は第３

項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額の計算の例によって算定する。

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第36条の３の３ 第36条の３の３ 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第203条の５第５項に規定する納税

地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第203条の５第４項に規定する納税

地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

附 則 附 則 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限る。）

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限る。）



の規定により定められる商業手形の基準割引率

が年5.5パーセントを超えて定められる日から

その後年5.5パーセント以下に定められる日の

前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規

定により第52条に規定する延滞金の割合を同項

に規定する特例基準割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この

項において「特例期間」という。）内（法人税

法第75条の２第１項（同法第144条の８において

準用する場合を含む。）の規定により延長され

た法第321条の８第１項に規定する申告書の提

出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定に

より延長された法第321条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以

下に定められる日以後に到来することとなる市

民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する

場合における当該市民税に係る第52条の規定に

よる延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを

超えて定められる日から当該延長された申告書

の提出期限までの期間内）は、特例期間内にそ

の申告基準日の到来する市民税に係る第52条に

規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同

条及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年

7.3パーセントの割合と当該申告基準日におけ

る当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パー

セントの割合を超える部分の割合を年0.25パー

セントの割合で除して得た数を年0.73パーセン

トの割合に乗じて計算した割合とを合計した割

合（当該合計した割合が年12.775パーセントの

割合を超える場合には、年12.775パーセントの

割合）とする。 

の規定により定められる商業手形の基準割引率

が年5.5パーセントを超えて定められる日から

その後年5.5パーセント以下に定められる日の

前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規

定により第52条に規定する延滞金の割合を同項

に規定する特例基準割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この

項において「特例期間」という。）内（法人税

法第75条の２第１項（同法第145条第１項におい

て準用する場合を含む。）の規定により延長さ

れた法第321条の８第１項に規定する申告書の

提出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定

により延長された法第321条の８第４項に規定

する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント

以下に定められる日以後に到来することとなる

市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来す

る場合における当該市民税に係る第52条の規定

による延滞金にあっては、当該年5.5パーセント

を超えて定められる日から当該延長された申告

書の提出期限までの期間内）は、特例期間内に

その申告基準日の到来する市民税に係る第52条

に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、

同条及び前条第２項の規定にかかわらず、当該

年7.3パーセントの割合と当該申告基準日にお

ける当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パ

ーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パ

ーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセ

ントの割合に乗じて計算した割合とを合計した

割合（当該合計した割合が年12.775パーセント

の割合を超える場合には、年12.775パーセント

の割合）とする。 

（たばこ税の税率の特例）

第16条の２ 削除 第16条の２ たばこ事業法附則第２条の規定によ

る廃止前の製造たばこ定価法（昭和40年法律第

122号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級

品の当該廃止の時における品目と同一である喫

煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第

95条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本に

つき2,495円とする。

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第98条

第１項から第４項までの規定については、同条

第１項中「第34号の２様式」とあるのは「第48

号の５様式」と、同条第２項中「第34号の２の

２様式」とあるのは「第48号の６様式」と、同

条第３項中「第34号の２の６様式」とあるのは



「第48号の９様式」と、同条第４項中「第34号

の２様式又は第34号の２の２様式」とあるのは

「第48号の５様式又は第48号の６様式」とする。

附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 (1) 第３３条第２項及び第３６条の３の３第４項の改正規定並びに次条第１項の規定 平

成２８年１月１日 

 (2) 第２３条第２項の改正規定並びに附則第４条第１項及び第１６条の２の改正規定並び

に次条第２項及び附則第３条の規定 平成２８年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の春日部市税条例（以下「新条例」という。）第３３条第２

項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２７年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２３条第２項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事

業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について

適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度

分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課し

た、又は課すべきであったこの条例による改正前の附則第１６条の２に規定する喫煙用の

紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市たばこ税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１項

に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ

３級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第９５条の規定にかかわらず、当該各号に定め

る税率とする。 

 (1) 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につき２，９２５ 

  円 

 (2) 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につき３，３５５ 

  円 

 (3) 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につき４，０００ 



  円 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第９８条第１項から第４項までの規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第９８条第１項 第３４号の２様式 地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２７年総務 

省令第３８号）第１条の規定 

による改正前の地方税法施行

規則（以下この節において 

「平成２７年改正前の地方税

法施行規則」という。）第 

４８号の５様式 

第９８条第２項 第３４号の２の２様式 平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の６様式 

第９８条第３項 第３４号の２の６様式 平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の９様式 

第９８条第４項 第３４号の２様式又は第

３４号の２の２様式 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の５様式又

は第４８号の６様式 

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡

しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等（新条例第９２条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下

この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等

の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）附

則第５２条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品

（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理



する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものと

みなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡

したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、 

１，０００本につき４３０円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部を

改正する法律（平成２７年法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）附則第２０

条第４項に規定する申告書を平成２８年５月２日までに市長に提出しなければならない。 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、その申告に係

る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定する

もののほか、新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００条の２並びに第 

１０１条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１９条各号列記以外の

部分 

第９８条第１項若しくは

第２項 

春日部市税条例の一部を改正

する条例（平成  年条例第 

  号。以下この条及び第２ 

章第４節において「平成   

年改正条例」という。）附則 

第３条第６項 

第１９条第２号 第９８条第１項若しくは

第２項 

平成  年改正条例附則第３

条第５項 

第１９条第３号 第４８条第１項の申告書

（法第３２１条の８第 

２２項及び第２３項の申

告書を除く。）、第９８ 

条第１項若しくは第２項

の申告書又は第１３９条

第１項の申告書でその提

出期限 

平成  年改正条例附則第３

条第６項の納期限 



第９８条第４項 施行規則第３４号の２様

式又は第３４号の２の２

様式 

平成２７年改正法附則第２０

条第４項の規定 

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成  年改正条例附則第３

条第６項 

第１００条の２第１項 第９８条第１項又は第２

項 

平成  年改正条例附則第３

条第５項 

 当該各項 同項 

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第２

項 

平成  年改正条例附則第３

条第６項 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売

販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品のうち、第４項

の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当

該市たばこ税に相当する金額を、新条例第９９条の規定に準じて、同条の規定による当該

紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に

係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当

該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第９８条

第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻た

ばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による

書類を添付しなければならない。 

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附

則第５２条第８項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品

（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理

する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものと

みなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡



したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、 

１，０００本につき４３０円とする。 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第９項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項におい

て準用する同条第４項 

 平成２８年５月２日 平成２９年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日 

第７項の表以外の部分 第４項 第９項 

から前項まで 、第５項及び前項 

第７項の表第１９条各号

列記以外の部分の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１０項において

準用する同条第６項 

第７項の表第１９条第２

号の項 

附則第３条第５項 附則第３条第１０項において

準用する同条第５項 

第７項の表第１９条第３

号の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１０項において

準用する同条第６項 

第７項の表第９８条第４

項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第９８条第５

項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１０項において

準用する同条第６項 

第７項の表第１００条の

２第１項の項 

附則第３条第５項 附則第３条第１０項において

準用する同条第５項 

第７項の表第１０１条第

２項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１０項において

準用する同条第６項 

第８項 第４項 第９項 

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項



に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第５２条第１０項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたば

こ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３

級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これ

らの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接

管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売

り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

１，０００本につき６４５円とする。

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１１項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項におい

て準用する同条第４項 

 平成２８年５月２日 平成３０年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日 

第７項の表以外の部分 第４項 第１１項 

から前項まで 、第５項及び前項 

第７項の表第１９条各号

列記以外の部分の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１２項において

準用する同条第６項 

第７項の表第１９条第２

号の項 

附則第３条第５項 附則第３条第１２項において

準用する同条第５項 

第７項の表第１９条第３

号の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１２項において

準用する同条第６項 

第７項の表第９８条第４

項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項におい

て準用する同条第４項 



第７項の表第９８条第５

項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１２項において

準用する同条第６項 

第７項の表第１００条の

２第１項の項 

附則第３条第５項 附則第３条第１２項において

準用する同条第５項 

第７項の表第１０１条第

２項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１２項において

準用する同条第６項 

第８項 第４項 第１１項 

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第５２条第１２項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたば

こ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３

級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これ

らの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接

管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売

り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

１，０００本につき１，２６２円とする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１３項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項におい

て準用する同条第４項 

 平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日 

第７項の表以外の部分 第４項 第１３項 

から前項まで 、第５項及び前項 



第７項の表第１９条各号

列記以外の部分の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１４項において

準用する同条第６項 

第７項の表第１９条第２

号の項 

附則第３条第５項 附則第３条第１４項において

準用する同条第５項 

第７項の表第１９条第３

号の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１４項において

準用する同条第６項 

第７項の表第９８条第４

項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項におい

て準用する同条第４項 

第７項の表第９８条第５

項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１４項において

準用する同条第６項 

第７項の表第１００条の

２第１項の項 

附則第３条第５項 附則第３条第１４項において

準用する同条第５項 

第７項の表第１０１条第

２項の項 

附則第３条第６項 附則第３条第１４項において

準用する同条第６項 

第８項 第４項 第１３項 


